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（仮称）町田市文化芸術のまちづくり計画について 

 

文化芸術の持つチカラをまちの活性化に活かし、時代や環境の変化に即した文化芸術施

策を戦略的に推進していくため、（仮称）町田市文化芸術のまちづくり計画を策定する。 

 

（１） 計画の位置づけ 

 

 

※文化芸術基本法に規定されている文化芸術の範囲 

   

芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術 

メディア芸術 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電

子機器等を利用した芸術 

伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他我が国古来の伝統

的な芸能 

芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱等 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化その他生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋、その他国民的娯楽、出版物及びレコード等 

文化財等 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

地域における文化芸術 地域固有の伝統芸能及び民俗芸能 
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（２） 期間 

基本計画部分：２０２５～２０３４年度（１０年間） 

実施計画部分：前期２０２５年度～２０２９年度（５年間） 

       後期２０３０年度～２０３４年度（５年間） 

 

（３）検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伺い 

報告 

意見 

報告 

調査 

意見 

町田市文化芸術のまちづくり 

計画庁内検討委員会 

 

・文化振興課長 

・生涯学習総務課長 

・公共施設再編担当課長 

・広報課長 

・国際版画美術館副館長 

・障がい福祉課長 

・児童青少年課長 

・産業政策課長 

・観光まちづくり課長 

・道路政策課長 

・中心市街地開発推進室長 

・公園管理担当課長 

・教育総務課長 

・市民文学館担当課長 

 

（事務局） 

文化スポーツ振興部文化振興課 

町田市文化芸術のまちづくり 

計画策定懇談会 

 

・学識経験を有する者（３名） 

・文化関係団体の代表（３名） 

・経済関係団体の代表（１名） 

・観光関係団体の代表（１名） 

・町田市公立小学校長会の代表(１人) 

・町田市公立中学校長会の代表(１人) 

 

（事務局） 

文化スポーツ振興部文化振興課 

市民意見の収集 

・市民意識調査 

・子どもセンターでの子どもから

の意見収集 など 

市長 

〈庁内〉 〈庁外〉 

 


